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令和６年１月 15 日 発行 

水戸市社会福祉協議会 権利擁護サポートセンター広報紙 第 17号  

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ２月 19 日（月），水戸市福祉ボランティア会館（水戸市赤塚１－１）において， 

「親族後見人のつどい」を開催いたします。 
 

当日は成年後見センター・リーガルサポート 

より講師をお迎えし，相続登記の義務化について， 

親族後見人の高齢化に伴う今後についてお話いた 

だく予定です。また，親族後見人にとして活動さ 

れている方からの活動報告をしていただく予定で 

す。 

 お申し込みは，権利擁護サポートセンターへご連絡ください。 

 

 

 

 権利擁護サポートセンターでは，成年後見制度・エンディングノートの活用法等

について知っていただくため，職員の講師派遣を行っております。 

 今年度には民生委員児童委員協議会，施設職員及び利用者家族等に講演させてい

ただいております。少人数でもお伺いいたしますので，お気軽にお問い合わせくだ

さい。                詳細については別紙チラシをご覧ください。 

 

権利擁護サポートセンターだより 

● 『親族後見人のつどい』を開催します！ 

あけましておめでとうございます。  

成年後見制度の普及啓発等，本年もより一層尽力して参りますので 

ご支援，ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。 

本年も宜しくお願い申し上げます。 

権利擁護サポートセンター職員一同 

● 本会職員の講師派遣を行っております！ 
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5 月 29 日（月），水戸市福祉ボランティア会館において，成年後見制度の申立て

に係る基礎知識を学ぶことを目的とした研修会を開催しました。 

県央地域の行政職員，社協職員，地域包括支援センター職員等55名の方が参加し，

水戸家庭裁判所の佐々木守主任書記官，松崎永也書記官を講師としてお招きし，“家

庭裁判所の組織と機能”や“全国及び水戸家庭裁判所の成年後見関係事件の現況”に

ついて，”成年後見等開始申立書の書き方”についてなど，分かりやすくお話ししてい

ただきました。 

 

参加者からは「申立書の記入から利用開始 

までの一連の流れについて理解できた」「成年 

後見制度に関する相談が増えており，今回学 

んだことを今後に役立てたい」との感想があ 

りました。 

 

  

6 月 8 日（木），令和 4 年度の修了生（水戸市在住の方）を対象に，法人後見受

任事業や日常生活自立支援事業での支援活動に従事していただくための研修会を開

催しました。 

本会職員から事業の概要や支援する際のポイント等について説明しました。参加され

た方からは「具体的にどのように活動すれば良いのかイメージすることができた」「利

用者に寄り添った支援が大事であることが改めて分かった」などの感想がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年 12 月末日現在では，県央地域内では修了生 18 名が日常生活自立支援事業の生

活支援員，法人後見受任事業の後見支援員として活動されております。 

● 『成年後見制度の申立てに係る研修会』を開催！ 

● 市民後見人養成講座修了生が生活支援員等として活動！ 
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9 月 4 日（月），令和 5 年度第 1 回茨城県央地域権利擁護地域連携ネットワーク協

議会（以下，協議会）が開催されました。 

この協議会は，いばらき県央地域連携中枢都市圏を形成する 5 市 3 町 1 村（水戸

市，笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村）

における成年後見制度の利用促進に関する課題等を協議するために設置され，添付し

ている図「茨城県央地域成年後見制度 

利用促進に係る中核機関等の体制図」 

の関係団体，圏域市町村及び圏域市 

町村社協等が参加しました。 

 

今回の協議会では，成年後見支援事 

業の令和 4 年度事業報告，令和 5 年 

度事業計画及び進捗状況，受任候補者 

マッチング会議，圏域内市町村の後見 

報酬・申立て費用の助成などにおける現状の課題，今後の整備・運営方針について話

し合われました。 
 

 

 

9 月 25 日（月），11 月６日（月），12 月 25 日（月），茨城県央地域成年後見人

等受任候補者マッチング会議（以下，マッチング会議）を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マッチング会議は，本会が事務局となり，いばらき県央地域連携中枢都市圏を構成

する５市３町１村（水戸市，笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市，茨城町，大

洗町，城里町，東海村）において，成年後見等開始の申立て前に，制度を利用する本

人に適切な成年後見人等候補者を調整するための会議です。 

マッチング会議には，弁護士会，司法書士会，社会福祉士会，行政書士会，税理士

会等が委員となっており，議案として挙がった本人に必要な支援や適切な後見人等に

ついて話し合われました。12 月末までに，７件の市町村長申立て案件について，専

門職の方が単独で受任する他，専門職の方と本会が複数で後見業務に当たると良いの

● 『茨城県央地域権利擁護地域連携ネットワーク協議会』への参加！ 

● 『受任候補者マッチング会議』の開催！ 
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ではないかなど，本人が利用して，メリットを実感し，よりよい生活ができるように

と話し合われています。 
 
 

 

 

10 月 3 日（火），水戸市福祉ボランティア会館において，市民後見人養成講座修

了生のスキルアップを目的とした，「市民後見人養成講座フォローアップ研修」を開

催しました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１部：関東信越税理士会茨城県支部連合会 第２部：水戸地方法務局 落合邦彦氏 

税理士 川角茂氏   ○相続と遺言～法務局の新規施策～ 

○市民後見人活動に係る税金について   
 
平成 30 年度と令和 4 年度修了生のほか，連携市町村担当課の職員や連携市町村

社会福祉協議会の日常生活自立支援事業担当職員など 30 名の方が参加されました。 

詳細については別紙報告書をご覧ください。 

 

 

 

10 月 27 日（金），水戸市役所本庁舎において，成年後見制度の普及啓発を目的と

した「成年後見制度に関する学習会」を開催し，県央地域にお住いの住民の方や福祉

事業所の職員等 84 名が参加されました。 

 

 

 

 
 

 

 

第１部：水戸地方法務局 落合邦彦氏    第２部：水戸地方法務局 坂上悦子氏 

○相続と遺言～法務局の新規施策～     ○成年後見と権利擁護 

～制度の概要と利用について～ 

詳細については別紙報告書をご覧ください。 

● 『市民後見人養成講座フォローアップ研修』の開催！ 

● 『住民向け学習会』の開催！ 
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社会福祉法人水戸市社会福祉協議会 権利擁護サポートセンター 

住所：水戸市赤塚１丁目１番地 電話：０２９－３０９－５００１  

E-mail：kenriyougo@mito-syakyo.or.jp 

ホームページ：http://www.mito-syakyo.or.jp/soudan/kouken.html 

 発  行 

 

  

・法人後見現受任件数 45 件：水戸市社協 23 件，笠間市社協２件，ひたちなか市社協３件， 

小美玉市社協 10 件，東海村社協７件 

受任社協名 市町村名 後見 保佐 補助 計 

水戸市社協 

水戸市 19   19 

笠間市 １   １ 

小美玉市 １   １ 

大洗町 １   １ 

城里町 １   １ 

笠間市社協 笠間市 ２   ２ 

ひたちなか市社協 ひたちなか市 ３   ３ 

小美玉市社協 小美玉市 ７ ３  10 

東海村社協 東海村 ４ 3  ７ 

合計 39 ６ 0 45 
 

 ・水戸市社協の法人後見 延べ受任件数 37 件，２件審判待ち 

・水戸市社協の法人後見監督（市民後見人の後見監督）現受任件数１件（延べ受任件数２件） 

 

 

● 受任状況（県央地域連携中枢都市圏域内） 令和５年 12 月末日現在 
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